
 

○さいたま市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱 

平成13年５月１日 

告示第48号 

改正 平成17年３月30日告示第253号 

平成25年３月29日告示第441号 

平成26年３月31日告示第472号 

令和２年１月31日告示第189号 

令和３年３月31日告示第571号 

令和３年10月25日告示第1610号 

令和４年３月31日告示第520号 

令和５年３月31日告示第601号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、重度心身障害者の生活圏の拡大及び社会参加の促進を図るため、重度

心身障害者に対し、タクシー利用料金の一部を助成することについて、さいたま市補助金

等交付規則（平成13年さいたま市規則第59号）に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

（一部改正〔平成17年告示253号・25年441号〕） 

（定義） 

第２条 この告示において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をい

う。 

(1) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により交付を受け

た身体障害者手帳（以下「身体障害者手帳」という。）に記載されている障害の程度が

身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）の別表第５号に定める１級若

しくは２級の障害又は３級の下肢若しくは体幹機能障害である者 

(2) さいたま市の療育手帳制度要綱により交付を受けた療育手帳（以下「療育手帳」と

いう。）に障害の程度が(A)又はAである旨記載されている者 

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２項

の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳（以下「精神障害者保健福祉手帳」

という。）に障害の程度が１級である旨記載されている者 

(4) 次のアからウまでに掲げる手帳のうちいずれか２以上の手帳の交付を受けている者 

ア 障害の程度が身体障害者福祉法施行規則の別表第５号に定める３級である旨記載



 

された身体障害者手帳 

イ 障害の程度がBである旨記載された療育手帳 

ウ 障害の程度が２級である旨記載された精神障害者保健福祉手帳 

２ この告示において「福祉タクシー協力機関」とは、県内で道路運送法（昭和26年法律

第183号）第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送業を同法第４条第１項の免

許を受け営業し、埼玉県と協定を締結した法人等及び市長が適当と認めた法人等をいう。 

３ この告示において「福祉タクシー」とは、福祉タクシー協力機関が所有する一般乗用旅

客自動車運送事業の用に供するタクシーをいう。 

（一部改正〔平成17年告示253号・25年441号・令和３年1610号〕） 

（助成対象） 

第３条 助成を受けることができる者（以下「助成対象者」という。）は、市内に住所を有

する重度心身障害者で当該年度において重度心身障害者自動車燃料費助成金受給資格を

有していない者とする。 

（一部改正〔平成17年告示253号・25年441号〕） 

（所得の制限） 

第４条 次条第１項の規定にかかわらず、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該助成対象者には助成しない。 

(1) 前年度分の市町村民税（地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による市町村民

税をいう。以下同じ。）が課されているとき。 

(2) 前年度分の市町村民税が、申告を行わないこと等により確認することができないと

き。 

（追加〔平成25年告示441号〕） 

（助成） 

第５条 市長は、助成対象者に対し、福祉タクシー乗車１回につき初乗運賃相当額を助成す

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、１回当たりの乗車料金が初乗運賃相当額の２倍以上の額であ

る場合は、市長は、助成対象者に対し、福祉タクシー乗車１回につき初乗運賃相当額の２

倍の額を助成することができる。この場合において、助成対象者は、２回の助成を受けた

ものとする。 

３ 助成の回数は、１年度54回以内とする。ただし、身体障害者手帳３級の下肢又は体幹

機能障害者（第２条第１項第４号に掲げる者を除く。次項において同じ。）については、



 

36回以内とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、年度の初日において第８条に規定する登録者でなかった者が

当該年度の途中に次条の規定による申請を行った場合にあっては、申請の日の属する月以

後の当該年度の月数に4.5（身体障害者手帳３級の下肢又は体幹機能障害者にあっては、

３）を乗じて得た回数（当該回数に１回未満の端数がある場合は、これを切り上げた回数）

以内とする。 

（一部改正〔平成25年告示441号・令和２年189号・３年1610号・５年601号〕） 

（申請） 

第６条 助成を受けようとする者（15歳未満の者である場合は、その保護者（親権を行う

者又は後見人をいう。以下同じ。））は、福祉タクシー利用料金助成申請書（様式第１号）

により市長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請書には、申請の日の属する年度の前年度分の市町村民税の課税状況が分かる

書類を添付しなければならない。ただし、市長が公簿等により当該課税状況を確認するこ

とができるときは、この限りでない。 

（一部改正〔平成25年告示441号〕） 

（登録） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成対

象者であると認めたときは、助成を受ける資格がある者として当該助成対象者を登録する

ものとする。 

（追加〔平成25年告示441号〕） 

（利用券の交付等） 

第８条 市長は、前条の規定により登録した者（以下「登録者」という。）が第４条各号の

いずれにも該当しないときは福祉タクシー利用券交付決定通知書（様式第２号）及び福祉

タクシー利用券（以下「利用券」という。）を交付し、登録者が第４条各号のいずれかに

該当するときは福祉タクシー利用料金助成停止通知書（様式第３号）により通知するもの

とする。 

（一部改正〔平成17年告示253号・25年441号・26年472号〕） 

（課税状況の確認） 

第９条 市長は、毎年度、登録者が第４条各号のいずれかに該当するか否かを確認するもの

とする。 

２ 登録者は、毎年度、前項の規定による確認に必要な書類として、助成に係る年度の前年



 

度分の市町村民税の課税状況が分かる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市

長が公簿等により当該課税状況を確認することができる登録者については、この限りでな

い。 

３ 前条の規定は、第１項の規定による確認を行った場合について準用する。 

（追加〔平成25年告示441号〕） 

（利用方法） 

第10条 利用券の交付を受けた者（以下「利用者」という。）は、福祉タクシー利用の際、

１回の乗車につき、利用券１枚（第５条第２項の規定により２回の助成を受けようとする

ときは、２枚）を当該福祉タクシーの運転者に提出し、乗車料金から、一般乗用旅客自動

車運送事業（タクシー）の自動認可運賃等について（平成26年２月28日付け関東運輸局長

公示）で定める普通車の距離制運賃のうち、当該福祉タクシーの運賃適用地域における普

通タクシーの初乗運賃の上限運賃を控除した額（第５条第２項の規定により２回の助成を

受けようとするときは、初乗運賃の上限運賃の２倍に相当する額を控除した額）を運転者

に支払わなければならない。 

２ 利用者は、運転者から身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の提示を

求められた場合は、これに応じなければならない。 

（一部改正〔平成25年告示441号・令和２年189号・５年601号〕） 

（請求の方法） 

第11条 福祉タクシー協力機関は、利用者から受け取った利用券に必要事項を記入し、当

該利用月分を翌月10日までに福祉タクシー利用料金助成事業に係る請求書（様式第４号）

により市長に請求するものとする。 

２ 市長は、前項の請求を受けたときは、助成額を決定し、当該月末までに福祉タクシー協

力機関に支払うものとする。 

（一部改正〔平成17年告示253号・25年441号・26年472号〕） 

（障害の程度の変更） 

第12条 登録者の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳に記載されてい

る障害の程度に変更があったため、第５条第３項又は第４項に規定する助成の回数の上限

に変更が生じる場合には、当該障害の程度の変更があった日の属する年度の翌年度から助

成の回数の上限を変更するものとする。 

（追加〔令和４年告示520号〕、一部改正〔令和５年告示601号〕） 

（資格の喪失等） 



 

第13条 登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成を受ける資格を失う。 

(1) 死亡したとき。 

(2) 市外に転出したとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、第３条に規定する助成対象者の要件に該当しなくなっ

たとき。 

２ 登録者又は保護者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、福祉タクシ

ー利用資格喪失届（様式第５号）に未使用利用券を添え、速やかに市長に届け出なければ

ならない。 

３ 市長は、登録者が第１項第３号に該当したことにより福祉タクシーの利用資格を喪失し

たと認めたときは、福祉タクシー利用料金助成資格喪失通知書（様式第６号）により通知

するものとする。 

（一部改正〔平成17年告示253号・25年441号・26年472号・令和４年520号〕） 

（不正使用の禁止） 

第14条 利用者は、利用券を有効期限外に使用し、又は他人に譲渡する等、不正に使用し

てはならない。 

（一部改正〔平成25年告示441号・令和４年520号〕） 

（助成額の返還） 

第15条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、この助成を

取り消すとともに、その者が受けた助成額の全部又は一部を返還させることができる。 

（一部改正〔平成25年告示441号・令和４年520号〕） 

（その他） 

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

（一部改正〔平成25年告示441号・令和４年520号〕） 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成13年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、合併前の浦和市重度心身障害者福祉タクシー利用料

金助成事業実施要綱（昭和55年浦和市制定）、大宮市福祉タクシー利用料金助成事業実

施要綱（平成元年大宮市告示第311号）又は与野市重度心身障害者福祉タクシー利用助成

事業実施要綱（昭和62年与野市告示第56号）の規定によりなされた処分、手続その他の



 

行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

（岩槻市の編入に伴う経過措置） 

３ 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市福祉タクシー利用料金助成事業実施要

綱（昭和56年岩槻市告示第49号。以下「編入前の岩槻市告示」という。）の規定により

登録の決定がなされた助成については、なお編入前の岩槻市告示の例による。 

（追加〔平成17年告示253号〕） 

附 則（平成17年３月30日告示第253号） 

この告示は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日告示第441号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日においてこの告示による改正前のさいたま市福祉タクシー

利用料金助成事業実施要綱第７条に規定する利用者であった者又は重度心身障害者自動

車燃料費助成金受給資格を有していた者でこの告示による改正後のさいたま市福祉タク

シー利用料金助成事業実施要綱（以下「改正後の告示」という。）第４条各号のいずれか

に該当するものに対しては、平成26年３月31日までの間は、同条の規定は適用しない。 

３ 前項に規定する者に係る助成の回数は、改正後の告示第５条第２項の規定にかかわらず、

１年度18回（身体障害者手帳３級の下肢又は体幹機能障害者にあっては、12回）以内と

する。 

４ 附則第２項に規定する者が年度の途中に改正後の告示第６条の規定による申請を行っ

たときは、改正後の告示第５条第２項の規定にかかわらず、その者に係る助成の回数は、

申請の日の属する月以後の当該年度の月数及びその者の障害の程度に応じ、市長が別に定

める回数以内とする。 

附 則（平成26年３月31日告示第472号） 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年１月31日告示第189号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和２年２月１日から施行する。ただし、第５条第２項及び第３項の改正

は、同年４月１日から施行する。 

（経過措置） 



 

２ この告示の施行の日から令和２年３月31日までの間においては、第10条第１項中「乗

車料金から、一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の自動認可運賃等について（平成

26年２月28日付け関東運輸局長公示）で定める普通車の距離制運賃のうち、当該福祉タ

クシーの運賃適用地域における普通タクシーの初乗運賃の上限運賃を控除した額」とある

のは、「乗車料金から令和２年１月31日における初乗運賃相当額（乗車料金が同日にお

ける初乗運賃相当額を下回る場合は、乗車料金相当額）を控除した額」と読み替えるもの

とする。 

附 則（令和３年３月31日告示第571号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各要綱の規定により作成されている

様式については、当分の間、使用することができる。 

附 則（令和３年10月25日告示第1610号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年11月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前のさいたま市福祉タクシー利用料金助

成事業実施要綱の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使

用することができる。 

附 則（令和４年３月31日告示第520号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月31日告示第601号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

 


